
株式会社 大 城 組 行動計画 

 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  令和６年１月１日～ 令和７年１２月３１日までの２年間 

 

 

２． 内容          

 

 

 

 

 

＜対策＞  

● 令和６年１月～ 社員に対し、制度の周知を行う 

● 令和６年１月～ 対象となる女性社員に対し面談を実施した上で、「母性健康管理 

指導事項連絡カード」の利用の情報提供を行う  

● 令和６年１月～ 社内相談体制の構築を行い、実施する   

 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

● 令和６年１月～ 社員に対し、制度の周知を行う 

● 令和６年１月～ 対象となる社員を把握し、制度の情報提供と相談を行う 

 ● 令和６年１月～ 対象となる社員の育児休業取得の時期、取得期間を把握する 

 ● 令和６年１月～ 育児休業期間中の業務体制の見直しを検討し、実施する            

目標１：妊娠中や出産後の女性社員の健康の確保について、社員に対する制度の周知

や情報提供及び相談体制の整備の実施。 

 

目標２： 育児休業を取得しやすくするよう、産前産後休暇（女性社員）・育児休業

（男性・女性社員）・産後パパ育休（男性社員）について、社員に対する制

度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施。 

      


